
 

 鳥取市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２５日 

 

        鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１９号 

鳥取市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 鳥取市税条例施行規則（平成２年鳥取市規則第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

様式第２２号中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

を 



 

「 

 

 

」 

に 

改める。 

様式第２３号中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

を 

 



 

「 

   

 

 

」 

に 

改める。 

様式第２５号の２中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

を 

 



 

「 

 

 

」 

に 

改める。 

様式第４６号備考第１号中「除く。）」の次に「又は市税条例第７１条第１号ウの

原動機付自転車」を加え、同様式備考第３号中「市税条例第７１条第１号ウ」を「市

税条例第７１条第１号エ」に改め、同様式備考第４号中「市税条例第７１条第１号エ」

を「市税条例第７１条第１号オ」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市税条例施行規則の規定により作成され、

使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用する

ことができる。 


